
ファイル名:0104010_0804700102006.doc 更新日時:2008/06/30 17:26 印刷日時:08/06/30 18:22 

― 51 ― 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 6,000,000,000

計 6,000,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成20年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容 

普通株式 3,373,647,813 3,373,647,813

東京，大阪，名古
屋，福岡，札幌各
証券取引所 
〔東京，大阪，名
 古屋は市場第一
 部〕 

完全議決権株式であり，株主
としての権利内容に制限のな
い，標準となる株式 

計 3,373,647,813 3,373,647,813 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

当社はストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行して

いる。 

当該新株予約権の内容は次のとおりである。 

 

①改正前商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い, 平成15年６月26日開催の定時株主総会の

特別決議に基づき，平成15年７月29日開催の当社取締役会においてその具体的な内容を決議し，平

成15年８月11日に発行した新株予約権の内容。 

 
事業年度末現在 

（平成20年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年５月31日） 

新株予約権の数 １個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 315円（注１） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月27日から 
平成21年６月26日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  315円 
資本組入額 158円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

（注）１ 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は，各新株予約権の行使により発行又は移転する株式

１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお，以下の事由が生じた場合は，行使価額をそれぞれ調整するものとする。 

（1）当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には，次の算式により行使価額を調整

し，調整の結果生じる１円未満の端数は，これを切り上げる。 
 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率 

（2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき，新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株

予約権の行使の場合を除く。）は，次の算式により行使価額を調整し，調整により生じる１円未満

の端数は，これを切り上げる。 

  新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋

時価 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数＋新規発行株式数 

なお，上記算式において，「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株

式の総数を控除した数とし，また，自己株式を処分する場合には，「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」に読み替えるものとする。 

（3）当社が資本の減少，合併又は会社分割を行う場合等，行使価額の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは，資本の減少，合併又は会社分割の条件等を勘案の上，合理的な範囲で行使価額

を調整する。 

２ （1）各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（2）新株予約権の割当てを受けた対象者（以下「新株予約権者」という。）は，当社の取締役の地位を

失った後も，これを行使することができるものとする。 

また，新株予約権者が死亡した場合は，相続人がこれを行使することができるものとする。 

（3）新株予約権の第三者への譲渡，質入れその他一切の処分は，当社取締役会の承認ある場合を除き，

これを認めないものとする。 

（4）その他の条件については，平成15年６月26日開催の定時株主総会の特別決議及び平成15年７月29日

開催の当社取締役会決議に基づき，当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。 

 

②改正前商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い,平成16年６月25日開催の定時株主総会の特

別決議に基づき，平成16年７月30日開催の当社取締役会においてその具体的な内容を決議し，平成

16年８月11日に発行した新株予約権の内容。 

 
事業年度末現在 

（平成20年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年５月31日） 

新株予約権の数 21個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 21,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 289円（注１） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月26日から 
平成22年６月25日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  289円 
資本組入額 145円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

（注）１ 行使価額の調整については，前記①の（注１）に同じ。 

２ （1）各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（2）新株予約権の割当てを受けた対象者（以下「新株予約権者」という。）は，当社の取締役の地位を

失った後も，これを行使することができるものとする。 

また，新株予約権者が死亡した場合は，相続人がこれを行使することができるものとする。 

（3）新株予約権の第三者への譲渡，質入れその他一切の処分は，当社取締役会の承認ある場合を除き，

これを認めないものとする。 

（4）その他の条件については，平成16年６月25日開催の定時株主総会の特別決議及び平成16年７月30日

開催の当社取締役会決議に基づき，当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。 

 

③改正前商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い,平成17年６月28日開催の定時株主総会の特

別決議に基づき，平成17年７月29日開催の当社取締役会においてその具体的な内容を決議し，平成

17年８月11日に発行した新株予約権の内容。 

 
事業年度末現在 

（平成20年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年５月31日） 

新株予約権の数 203個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 203,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 294円（注１） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 
平成23年６月28日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  294円 
資本組入額 147円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

（注）１ 行使価額の調整については，前記①の（注１）に同じ。 

２ （1）各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（2）新株予約権の割当てを受けた対象者（以下「新株予約権者」という。）は，当社の取締役又は執行

役員の地位を失った後も，これを行使することができるものとする。 

また，新株予約権者が死亡した場合は，相続人がこれを行使することができるものとする。 

（3）新株予約権の第三者への譲渡，質入れその他一切の処分は，当社取締役会の承認ある場合を除き，

これを認めないものとする。 

（4）その他の条件については，平成17年６月28日開催の定時株主総会の特別決議及び平成17年７月29日

開催の当社取締役会決議に基づき，当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。 

 

④会社法第238条第１項及び第２項並びに第240条第１項の定めに従い,平成18年７月31日開催の当社

取締役会の決議に基づき,平成18年８月17日に発行した新株予約権の内容。 

 
事業年度末現在 

（平成20年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年５月31日） 

新株予約権の数 658個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 
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新株予約権の目的となる株式の数 658,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月18日から 
平成48年６月28日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  １円 
資本組入額 １円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

（注２） 同左 

（注）１ 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は，新株予約権の行使期間内において,当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも

喪失した場合に限り，本新株予約権を行使できるものとする。ただし，この場合，新株予約権者は，

地位を喪失した日の翌日（以下，「権利行使開始日」という。）から10年を経過する日までの間に限

り，新株予約権を行使することができる。 

(2) 上記(1)に関わらず，新株予約権者は，以下の①又は②に定める場合（ただし,②については,新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には，それぞれに定める期間内に限

り新株予約権を行使できるものとする。 

①新株予約権者が平成43年６月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成43年６月29日から平成48年６月28日 

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案，又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しく

は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は，

当社取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には，かかる新株予約権を行使することができないもの

とする。 

(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(5) 新株予約権者が死亡した場合は，相続人がこれを行使できるものとする。 

(6) 新株予約権の第三者への譲渡，質入その他一切の処分は，当社取締役会の承認のある場合を除き，

これを認めないものとする。 

(7) その他の条件については，平成18年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年７月31日開催の

当社取締役会決議に基づき，当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 
 

２ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が，合併（当社が合併により消滅する場合に限る。），吸収分割，新設分割，株式交換又は株式移

転（以上を総称して以下，「組織再編行為」という。）をする場合において，組織再編行為の効力発生

の時点において残存する新株予約権（以下，「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し，そ

れぞれの場合につき，会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下，「再編対象

会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において

は，残存新株予約権は消滅し，再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし，以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を，吸収合併契約，新設合併契約，吸収分割契

約，新設分割計画，株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は，残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は，再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は，組織再編行為の条件等を勘案の上，残存新株

予約権に定められた事項に準じて決定する。 

(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は，以下に定める再編後払込金額に

上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
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る金額とする。再編後払込金額は，交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間は，上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から，上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までと

する。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

は，残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得については，再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 

(8) 新株予約権の取得条項は，残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件は，上記（注１）に準じて決定する。 

 

⑤会社法第238条第１項及び第２項並びに第240条第１項の定めに従い,平成19年７月31日開催の当社

取締役会の決議に基づき,平成19年８月16日に発行した新株予約権の内容。 

 
事業年度末現在 

（平成20年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年５月31日） 

新株予約権の数 400個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 400,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月17日から 
平成49年８月16日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  １円 
資本組入額 １円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注１） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

（注２） 同左 

（注）１ 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は，新株予約権の行使期間内において,当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも

喪失した場合に限り，本新株予約権を行使できるものとする。ただし，この場合，新株予約権者は，

地位を喪失した日の翌日（以下，「権利行使開始日」という。）から10年を経過する日までの間に限

り，新株予約権を行使することができる。 

(2) 上記(1)に関わらず，新株予約権者は，以下の①又は②に定める場合（ただし,②については,新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には，それぞれに定める期間内に限

り新株予約権を行使できるものとする。 

①新株予約権者が平成44年８月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成44年８月17日から平成49年８月16日 

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案，又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しく

は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は，

当社取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には，かかる新株予約権を行使することができないもの

とする。 

(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(5) 新株予約権者が死亡した場合は，相続人がこれを行使できるものとする。 

(6) 新株予約権の第三者への譲渡，質入その他一切の処分は，当社取締役会の承認のある場合を除き，

これを認めないものとする。 



ファイル名:0104010_0804700102006.doc 更新日時:2008/06/30 17:26 印刷日時:08/06/30 18:22 

― 56 ― 

(7) その他の条件については，平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年７月31日開催の

当社取締役会決議に基づき，当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 
 

２ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

前記④の（注２）に同じ。 
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

 

(4) 【発行済株式総数，資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 

620 3,373,647 153,808 265,608,781 153,187 203,536,197

(注) 平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間の増加分は転換社債の株式転換による。 

   なお，平成14年４月１日以降，発行済株式総数，資本金及び資本準備金に変動はない。 

 

(5) 【所有者別状況】 

平成20年３月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

外国法人等 区分 政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者

その他の
法人 

個人以外 個人 

個人 
その他 

計 

単元未満
株式の状況

(株) 

株主数 
(人) 

2 290 196 3,045 552 119 356,616 360,820 ―

所有株式数 
(単元) 

4 1,016,888 72,405 252,993 843,946 440 1,176,157 3,362,833 10,814,813

所有株式数 
の割合(％) 

0.00 30.24 2.15 7.52 25.10 0.01 34.98 100.00 ―

(注) １ 自己株式は17,489,780株であり，「個人その他」の欄に17,489単元及び「単元未満株式の状況」の欄に

780株を含めて記載している。 

２ 「その他の法人」の欄には，証券保管振替機構名義の株式が111単元含まれている。 
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(6) 【大株主の状況】 

平成20年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％) 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー  

（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済

業務室） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 

U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

181,960 5.39

野村信託銀行株式会社退職給付

信託三菱東京ＵＦＪ銀行口 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 125,666 3.72

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社信託口 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 124,815 3.70

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社信託口 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 118,046 3.50

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 

（東京都中央区晴海一丁目８番12号） 
80,022 2.37

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 63,000 1.87

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社信託口４ 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 50,970 1.51

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク 380055 
（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決
済業務室） 

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, 
U.S.A.  
 (東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

46,780 1.39

野村信託銀行株式会社退職給付
信託三菱ＵＦＪ信託銀行口 

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 45,934 1.36

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
505041 
（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決
済業務室） 

 
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 
33,114 0.98

計 ― 870,309 25.80

(注) キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者であるキャピタル・ガー

ディアン・トラスト・カンパニー，キャピタル・インターナショナル・リミテッド，キャピタル・インター

ナショナル・インク，キャピタル・インターナショナル・エス・エイから，平成19年10月22日付及び平成19

年11月22日付で，またキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者で

あるキャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー，キャピタル・インターナショナル・リミテッドか

ら，平成20年４月７日付で大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出され，当社はその写しの送付

を受けている。 

しかしながら，当社としては，平成20年３月31日現在の当該法人の実質所有株式数を完全に確認できないた

め，上記大株主の状況は，株主名簿の記載内容に基づいて記載している。 

なお，当該変更報告書による平成20年３月31日現在の株式所有状況は以下のとおりである。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(％) 

キャピタル・リサーチ・アン

ド・マネージメント・カンパニ

ー 

333 SOUTH HOPE STREET, LOS ANGELES, 

CA 90071, U.S.A． 
168,520 5.00

キャピタル・ガーディアン・ト

ラスト・カンパニー 

333 SOUTH HOPE STREET, LOS ANGELES, 

CA 90071, U.S.A． 
35 0.00

キャピタル・インターナショナ

ル・リミテッド 

40 GROSVENOR PLACE, LONDON SW1X 7GG, 

ENGLAND 
255 0.01

計 ― 168,810 5.00
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

（自己保有株式）

普通株式 
17,489,000 ― 

株主としての権利内容に制
限のない，標準となる株式

完全議決権株式(自己株式等) 
（相互保有株式）

普通株式 
262,000 ― 同上 

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,345,082,000 3,345,082 同上 

単元未満株式 普通株式 10,814,813 ― 同上 

発行済株式総数 3,373,647,813 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,345,082 ― 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には，証券保管振替機構名義の株式が111,000株(議決権111

個)含まれている。 

２ 株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には

当該会社が所有していない株式が3,241株あり，「完全議決権株式(その他)」欄に3,000株(議決権３個)

及び「単元未満株式」欄に241株を含めて記載している。 

３ 「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。 

当社所有 780株

日本建設工業㈱ 765株

㈱東北機械製作所 500株

 

② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

三菱重工業㈱ 東京都港区港南二丁目16番５号 17,489,000 0 17,489,000 0.52
 
(相互保有株式) 

   

日本建設工業㈱ 東京都中央区月島四丁目12番５号 72,000 0 72,000 0.00

㈱東北機械製作所 秋田市茨島一丁目２番３号 2,000 0 2,000 0.00

㈱菱友システムズ 東京都港区高輪二丁目19番13号 40,000 0 40,000 0.00

㈱寺田鉄工所 広島県福山市新浜町二丁目４番16号 20,000 0 20,000 0.00

長菱ハイテック㈱ 長崎県諫早市貝津町2165番地 3,000 0 3,000 0.00

神戸発動機㈱ 兵庫県明石市二見町南二見１ 125,000 0 125,000 0.00

計 ― 17,751,000 0 17,751,000 0.53

（注） 株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には当

該会社が所有していない株式が3,241株あり，上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄

に3,000株(議決権３個)及び「単元未満株式」欄に241株を含めて記載している。 
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(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は，取締役及び執行役員に対して新株予約権証券を付与する決議を行っている。当該決議に係

るストックオプション制度の内容は次のとおりである。 

 

①平成15年６月26日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成15年６月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役29名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

 

②平成16年６月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成16年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役27名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

 

③平成17年６月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役15名及び執行役員11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 
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④平成18年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成18年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役15名及び執行役員10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

 

⑤平成19年７月31日開催の当社取締役会において決議されたストックオプション制度 

決議年月日 平成19年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役14名及び執行役員16名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり 

 



ファイル名:0104010_0804700102006.doc 更新日時:2008/06/30 17:26 印刷日時:08/06/30 18:22 

― 62 ― 

２ 【自己株式の取得等の状況】 
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(1)【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項なし。 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項なし。 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 

区  分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 165,700 114,607,731

当期間における取得自己株式 17,055 8,047,656

(注) 当期間における取得自己株式には平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる取得自己株式は含まれておりません。 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 

当事業年度 当期間 

区分 
株式数(株) 

処分価額の総額
(円) 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併，株式交換，会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他(単元未満株式の買増請求，

新株予約権の行使に伴う処分) 
476,519 136,691,430 7,482 2,157,294

保有自己株式数 17,489,780 ― 17,499,353 ―

(注) 当期間における保有自己株式数には平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの保有自己株式

数の変動は反映されておりません。 
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３ 【配当政策】 

当社は，利益水準や，企業体質の一層の強化及び今後の事業展開のための内部留保を総合的に勘案

した上で，配当については株主の期待にこたえるように努めてきた。 

当社は，定款の定めにより，毎年９月30日を基準日とする中間配当金及び毎年３月31日を基準日と

する期末配当金の年２回の剰余金の配当を行っており，これらの剰余金の配当を決定する機関は，

中間配当金については取締役会，期末配当金については株主総会としている。 

当事業年度に係る剰余金の配当については，上記の方針に基づき，期末配当金を１株につき３円と

し，平成19年12月に支払った中間配当金（１株につき３円）と合わせ，１株当たり６円としている。 

また，当社は，会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めている。 

 

なお，当事業年度に係る剰余金の配当は，以下のとおりである。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成19年10月31日 

取締役会決議 
10,068 3.0 

平成20年６月26日 

定時株主総会決議 
10,068 3.0 

 

 

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 

回次 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 

最高(円) 388 347 567 776 897

最低(円) 246 276 269 448 384

(注) 株価は，株式会社東京証券取引所(市場第一部)の市場相場である。 

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月

最高(円) 740 635 535 459 519 465

最低(円) 651 491 462 384 408 396

(注) 株価は，株式会社東京証券取引所(市場第一部)の市場相場である。 
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５ 【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

取締役会長 
 

(代表取締役) 
 佃  和 夫 昭和18年９月１日生

昭和43年４月

平成７年12月

同 11年４月

同 11年６月

同 12年４月

同 14年４月

 

同 14年10月

同 15年６月

同 20年４月

同 20年６月

当社入社 

当社高砂製作所副所長 

当社名古屋機器製作所長 

当社取締役，名古屋機器製作所長 

当社取締役，産業機器事業部長 

当社常務取締役，海外戦略本部長

兼産業機器事業部長 

当社常務取締役，海外戦略本部長 

当社取締役社長 

当社取締役会長 

三菱商事株式会社取締役兼務 

(注)３ 96 

取締役社長 
 

(代表取締役) 
 大 宮 英 明 昭和21年７月25日生

昭和44年６月

平成11年６月

 

同 13年４月

同 14年４月

同 14年６月

 

同 15年４月

同 17年６月

 

同 19年４月

同 20年４月

当社入社 

当社名古屋航空宇宙システム製作

所副所長 

当社産業機器事業部副事業部長 

当社冷熱事業本部副事業本部長 

当社取締役，冷熱事業本部副事業

本部長 

当社取締役，冷熱事業本部長 

当社取締役，常務執行役員，冷熱

事業本部長 

当社取締役，副社長執行役員 

当社取締役社長 

(注)３ 64 

取締役 
 

副社長 
執行役員 

 
(代表取締役) 

取締役社長
補佐，社長
室長及び人
事担当，そ
の他社長特
命事項担当 

江 川 豪 雄 昭和19年11月２日生

昭和42年４月

平成８年４月

 

同 11年５月

同 11年６月

 

同 14年６月

同 15年６月

 

 

同 17年４月

同 17年６月

 

同 18年４月

 

同 19年４月

当社入社 

当社航空機・特車事業本部航空機

部長 

当社社長室調査役 

Mitsubishi Heavy Industries 

America, Inc.取締役社長 

当社取締役，海外戦略本部調査役 

当社取締役，海外戦略本部長 

Mitsubishi Heavy Industries 

America, Inc.取締役社長退任 

当社常務取締役，海外戦略本部長 

当社取締役，常務執行役員，海外

戦略本部長 

当社取締役，常務執行役員，社長

室長兼海外戦略本部長 

当社取締役，副社長執行役員，社

長室長 

(注)３ 47 

取締役 
 

副社長 
執行役員 

 
(代表取締役) 

取締役社長
補佐，もの
づくり革新
推進担当，
エ ネ ル ギ
ー・環境事
業に関する
事項，その
他社長特命
事項担当 

福 江 一 郎 昭和21年10月28日生

昭和46年４月

平成10年６月

同 13年４月

同 14年６月

同 16年４月

 

同 17年４月

 

同 17年６月

 

同 20年４月

当社入社 

当社高砂製作所副所長 

当社高砂製作所長 

当社取締役，高砂製作所長 

当社取締役，原動機事業本部副事

業本部長 

当社常務取締役，原動機事業本部

長 

当社取締役，常務執行役員，原動

機事業本部長 

当社取締役，副社長執行役員 

(注)３ 107 

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

経理，資金
及び資材担
当 

菅   宏 昭和21年12月６日生

昭和44年７月

平成11年４月

同 14年４月

同 15年６月

同 17年４月

同 17年６月

当社入社 

当社資金部長 

当社経理部長 

当社取締役，経理部長 

当社常務取締役 

当社取締役，常務執行役員 

三菱自動車工業株式会社監査役兼

務  

(注)３ 29 



ファイル名:0104020_0804700102006.doc 更新日時:2008/06/30 17:26 印刷日時:08/06/30 18:22 

― 65 ― 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

技術本部長
及び情報シ
ステム担当 

青 木 素 直 昭和22年11月21日生

昭和47年４月

平成12年６月

同 15年６月

 

同 17年１月

同 17年６月

 

同 18年４月

当社入社 

当社技術本部高砂研究所長 

当社取締役，技術本部高砂研究所

長 

当社取締役，技術本部長 

当社取締役，執行役員，技術本部

長 

当社取締役，常務執行役員，技術

本部長 

(注)３ 25 

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

汎用機・特
車事業本部
長 

吉 田 雄 彦 昭和23年１月２日生

昭和45年４月

平成14年４月

 

同 15年４月

 

同 15年６月

 

同 16年３月

 

同 17年６月

 

同 18年４月

 

同 19年６月

当社入社 

当社汎用機・特車事業本部産業車

両総括部長 

当社汎用機・特車事業本部副事業

部長 

当社取締役，汎用機・特車事業本

部副事業部長 

当社取締役，汎用機・特車事業本

部長 

当社取締役，執行役員，汎用機・

特車事業本部長 

当社取締役，常務執行役員，汎用

機・特車事業本部長 

日本輸送機株式会社取締役兼務 

(注)３ 81 

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

船舶・海洋
事業本部長 

飯 島 史 郎 昭和22年３月12日生

昭和46年４月

平成12年４月

同 16年４月

同 17年６月

同 18年４月

 

同 18年６月

 

同 19年４月

当社入社 

当社長崎造船所副所長 

当社長崎造船所長 

当社執行役員，長崎造船所長 

当社執行役員，船舶・海洋事業本

部長 

当社取締役，執行役員，船舶・海

洋事業本部長 

当社取締役，常務執行役員，船

舶・海洋事業本部長 

(注)３ 16 

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

内部監査，
CSR推進，
総務及び法
務担当 

安 田 勝 彦 昭和22年３月17日生

昭和45年４月

平成12年６月

 

同 13年４月

 

同 14年４月

同 17年６月

同 18年４月

同 20年４月

同 20年６月

当社入社 

当社名古屋航空宇宙システム製作

所副所長 

当社名古屋誘導推進システム製作

所副所長 

当社総務部長 

当社執行役員，総務部長 

当社執行役員，常務補佐 

当社常務執行役員 

当社取締役，常務執行役員 

(注)３ 34 

取締役 
 

常務 
執行役員 

 
(代表取締役) 

原子力事業
本部長 

澤 明 昭和23年４月20日生

昭和46年４月

平成13年４月

同 16年４月

同 17年６月

同 20年４月

 

同 20年６月

当社入社 

当社神戸造船所副所長 

当社神戸造船所長 

当社執行役員，神戸造船所長 

当社常務執行役員，原子力事業本

部長 

当社取締役，常務執行役員，原子

力事業本部長 

(注)３ 25 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

取締役 

 

常務 

執行役員 

 

(代表取締役) 

航空宇宙事
業本部長 

川 井 昭 陽 昭和23年２月22日生

昭和48年４月

平成14年４月

 

同 16年４月

 

同 18年４月

 

同 20年２月

 

同 20年４月

 

同 20年６月

当社入社 

当社名古屋誘導推進システム製作

所副所長 

当社名古屋誘導推進システム製作

所長 

当社執行役員，名古屋誘導推進シ

ステム製作所長 

当社執行役員，航空宇宙事業本部

長 

当社常務執行役員，航空宇宙事業

本部長 

当社取締役，常務執行役員，航空

宇宙事業本部長 

(注)３ 27 

取締役 

 

常務 

執行役員 

 

(代表取締役) 

機械・鉄構
事業本部長 

宮 永 俊 一 昭和23年４月27日生

昭和47年４月

平成11年10月

同 12年10月

 

同 14年４月

 

同 18年４月

 

同 18年５月

 

同 20年４月

 

同 20年６月

当社入社 

当社機械事業本部重機械部長 

エムエイチアイ日立製鉄機械株式

会社取締役社長 

三菱日立製鉄機械株式会社取締役

社長 

当社執行役員，機械事業本部副事

業本部長 

当社執行役員，機械・鉄構事業本

部副事業本部長 

当社常務執行役員，機械・鉄構事

業本部長 

当社取締役，常務執行役員，機

械・鉄構事業本部長 

(注)３ 24 

取締役 

 

常務 

執行役員 

 

(代表取締役) 

原動機事業
本部長 

佃  嘉 章 昭和23年４月21日生

昭和49年４月

平成13年４月

同 14年４月

同 16年４月

同 18年４月

同 19年４月

 

同 20年４月

 

同 20年６月

当社入社 

当社高砂製作所副所長 

当社高砂製作所タービン統括部長 

当社高砂製作所長 

当社原動機事業本部副事業本部長 

当社執行役員，原動機事業本部副

事業本部長 

当社常務執行役員，原動機事業本

部長 

当社取締役，常務執行役員，原動

機事業本部長 

(注)３ １ 

取締役 
 

執行役員 

紙・印刷機
械事業部長 

和 木 坂 史 生 昭和22年４月５日生

昭和45年４月

平成12年４月

 

同 15年４月

 

同 17年４月

同 17年６月

 

同 18年６月

当社入社 

当社紙・印刷機械事業部印刷機械

総括部長 

当社紙・印刷機械事業部副事業部

長 

当社紙・印刷機械事業部長 

当社執行役員，紙・印刷機械事業

部長 

当社取締役，執行役員，紙・印刷

機械事業部長 

(注)３ 19 

取締役 
 

執行役員 

工作機械事

業部長 
渡 部  健 昭和22年８月16日生

昭和47年４月

平成13年４月

同 17年３月

同 17年６月

同 18年６月

当社入社 

当社工作機械事業部副事業部長 

当社工作機械事業部長 

当社執行役員，工作機械事業部長 

当社取締役，執行役員，工作機械

事業部長 

(注)３ 30 

取締役 
 

執行役員 

冷熱事業本

部長 
東 間 清 信 昭和24年10月11日生

昭和50年４月

平成13年５月

 

 

同 19年４月

同 19年６月

同 20年６月

当社入社 

Mitsubishi Heavy Industries 

Climate Control, Inc.取締役社

長 

当社執行役員，冷熱事業本部長 

株式会社東洋製作所取締役兼務 

当社取締役，執行役員，冷熱事業

本部長 

(注)３ ２ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

取締役  佐 々 木 幹 夫 昭和12年10月８日生

昭和35年４月

平成４年６月

同 ６年６月

同 10年４月

同 13年６月

同 16年４月

三菱商事株式会社入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社取締役社長 

当社取締役兼務 

三菱商事株式会社取締役会長 

(注)３ 38 

取締役  和 田 明 広 昭和９年１月３日生

昭和31年４月

同 61年９月

平成２年９月

同 ４年９月

同 ６年９月

同 11年６月

同 17年６月

トヨタ自動車工業株式会社入社 

トヨタ自動車株式会社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社取締役副社長 

アイシン精機株式会社取締役会長 

同社相談役 

当社取締役兼務 

(注)３ 36 

取締役  坂 本 吉 弘 昭和13年10月４日生

昭和37年４月

平成３年６月

同 ４年６月

同 ５年６月

同 ６年12月

同 ８年８月

同 10年10月

 

同 15年６月

 

同 16年６月

 

同 18年４月

 

 

同 19年４月

同 19年６月

通商産業省入省 

同省基礎産業局長 

同省機械情報産業局長 

同省通商政策局長 

同省通商産業審議官 

同省顧問 

財団法人日本エネルギー経済研究

所理事長 

アラビア石油株式会社代表取締役

社長 

ＡＯＣホールディングス株式会社

代表取締役社長 

同社代表取締役社長退任 

アラビア石油株式会社代表取締役

社長退任 

当社顧問 

当社取締役 

(注)３ ６ 

監査役 
 

(常勤監査役) 
 中 本 興 伸 昭和27年１月７日生

昭和49年４月

平成14年４月

同 17年７月

同 19年６月

当社入社 

当社人事部長 

当社内部監査室長 

当社監査役 

株式会社東洋製作所監査役兼務 

(注)４ 16 

監査役 
 

(常勤監査役) 
 八 坂 直 樹 昭和25年11月11日生

昭和48年４月

平成16年４月

同 16年６月

同 20年４月

同 20年６月

当社入社 

当社資金部長 

株式会社東洋製作所監査役兼務 

当社資金部調査役 

当社監査役 

(注)５ １ 

監査役  岸   曉 昭和５年３月29日生

昭和28年４月

同 58年６月

同 60年７月

同 63年６月

平成４年２月

同 ８年４月

同 10年１月

同 12年６月

同 14年６月

 

同 18年１月

株式会社三菱銀行入行 

同行取締役 

同行常務取締役 

同行専務取締役 

同行副頭取 

株式会社東京三菱銀行副頭取 

同行頭取 

同行取締役会長 

同行相談役 

当社監査役兼務 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談

役 

(注)６ ９ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

監査役  中 野 豊 士 昭和10年12月16日生

昭和34年４月

同 62年６月

同 63年６月

平成２年６月

同 ５年６月

同 ７年６月

同 11年６月

同 15年６月

同 16年４月

同 17年10月

三菱信託銀行株式会社入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社取締役副社長 

同社取締役社長 

同社取締役会長 

当社監査役兼務 

三菱信託銀行株式会社最高顧問 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社最高

顧問 

(注)４ 10 

監査役  野 村 吉 三 郎 昭和９年６月10日生

昭和34年４月

同 58年６月

平成３年６月

同 ５年６月

同 ９年６月

同 13年４月

同 17年４月

同 17年６月

全日本空輸株式会社入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社取締役社長 

同社取締役会長 

同社最高顧問 

当社監査役兼務 

(注)６ ６ 

計 749 

(注) １ 取締役佐々木幹夫，和田明広及び坂本吉弘は，会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

２ 監査役岸 曉，中野豊士及び野村吉三郎は，会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

３ 取締役の任期は，平成20年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

４ 監査役中本興伸及び中野豊士の任期は，平成19年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

５  監査役八坂直樹の任期は，平成20年６月26日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

６  監査役岸  曉及び野村吉三郎の任期は，平成17年６月28日開催の定時株主総会における選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 

７  当社は，執行役員制を導入している。  
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（御参考）平成20年６月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりである。 

地位 氏名 担当業務 

＊取締役社長   大宮 英明  

＊副社長執行役員 江川 豪雄 社長室長及び人事担当 

＊副社長執行役員 福江 一郎 ものづくり革新推進担当，エネルギー・環境事業に関する事項 

＊常務執行役員 菅   宏 経理，資金及び資材担当 

＊常務執行役員 青木 素直 技術本部長及び情報システム担当 

＊常務執行役員 吉田 雄彦 汎用機・特車事業本部長 

＊常務執行役員 飯島 史郎 船舶・海洋事業本部長 

＊常務執行役員 安田 勝彦 内部監査，CSR推進，総務及び法務担当 

＊常務執行役員 澤   明 原子力事業本部長 

＊常務執行役員 川井 昭陽 航空宇宙事業本部長 

＊常務執行役員 宮永 俊一 機械・鉄構事業本部長 

＊常務執行役員  佃  嘉章 原動機事業本部長 

＊執行役員 和木坂 史生  紙・印刷機械事業部長 

＊執行役員  渡部  健 工作機械事業部長 

＊執行役員 東間 清信 冷熱事業本部長 

 執行役員 松岡 利行 船舶・海洋事業本部副事業本部長 

 執行役員 井上  裕 原子力事業本部副事業本部長 

 執行役員 新谷  誠 広島製作所長 

 執行役員 原   寿 下関造船所長 

 執行役員 西沢 隆人 機械・鉄構事業本部プラント・交通システム事業センター所長 

 執行役員 伏屋 紀昭 Mitsubishi Power Systems Americas，Inc. 取締役社長 

 執行役員 斉藤 卓美 海外戦略本部長 

 執行役員 和仁 正文 長崎造船所長 

 執行役員 河本 雄二郎 経理部長 

 執行役員 二ノ宮 秀明 
汎用機・特車事業本部調査役 兼 Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc. 

取締役社長 

 執行役員 前川  篤 高砂製作所長 

 執行役員 山内  澄 原子力事業本部副事業本部長 兼 原子力技術センター長 

 執行役員 土田  榮二 横浜製作所長 

 執行役員 阿部  孝 社長室企画部長 

 執行役員 正森 滋郎 神戸造船所長 

 執行役員 吉田 愼一 名古屋航空宇宙システム製作所長 

 執行役員 平本 康治 原動機事業本部副事業本部長 兼 火力プラント事業統括部長 

 執行役員 加藤 千之 航空宇宙事業本部調査役 兼 三菱航空機株式会社取締役副社長執行役員 

 執行役員 小林  孝 名古屋誘導推進システム製作所長 

(注) ＊印の各氏は，取締役を兼務している。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) 基本的な考え方 

当社は，顧客第一の信念に立ちつつ，責任ある企業として全てのステークホルダーに配慮した経営

を行っている。 

また，経営の効率性向上とコンプライアンスの強化を図るため，激変する経済環境にいちはやく対

応し合理的な意思決定を行う経営システムの革新に努めるとともに，公正で健全な経営の推進に取

り組んでいる。また，株主の皆様をはじめ，社外の方々に対する迅速で正確な情報の発信による，

経営の透明性向上にも努めている。 

(2) 各種施策の実施状況等 

ア．会社の機関の内容 

当社は，取締役会において経営の重要な意思決定，業務の執行の監督を行っている。提出日現在，

取締役19名中３名を社外から選任し，経営監督機能の強化に努めている。また，業務執行に関する

重要事項の審議機関として経営会議を置き，社長を中心とする業務執行体制の中で合議制により審

議することで，より適切な経営判断及び業務の執行が可能となる体制を取っている。 

なお，当社経営の健全性・透明性をより向上させるとともに，効率性・機動性を高めることを狙い

として，平成17年６月にコーポレート・ガバナンス体制の見直しを実施した。その主な内容は，社

外役員の増員，取締役数のスリム化及び取締役の任期短縮並びに執行役員制の導入である。これに

より，取締役会の監督機能の強化を図るとともに，経営上の重要事項の決定及び会社経営全般の監

督を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割と責任を明確化した。 

なお，当社は，社外取締役及び社外監査役の各氏との間で，会社法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結している。当該契約に基づく賠償責任限度額は，金1,000万円又は同法第425

条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額である。 

イ．内部統制システムの整備状況 

会社法及び会社法施行規則に基づき，業務の適正を確保するための体制の整備について，取締役会

で決議した内容の概要は，以下のとおりである。 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 当社は法令を遵守し社会規範や企業倫理を重視した公正・誠実な事業活動を行うことを基

本理念とし，取締役は自ら率先してその実現に努める。 

(2) 取締役会は，取締役から付議・報告される事項についての討議を尽くし，経営の健全性と

効率性の両面から監督する。また，社外役員の意見を得て監督の客観性と有効性を高め

る。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 文書管理の基本的事項を社規に定め，取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し，保

存・管理する。 

(2) 上記の情報は，取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認め

るときは，いつでも閲覧できるものとする。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 各種リスクを適切に管理するため，リスクの類型に応じた管理体制を整備し，管理責任の

明確化を図るものとする。 

(2) リスクを定期的に評価・分析し，必要な回避策又は低減策を講じるとともに，内部監査に

よりその実効性と妥当性を監査し，定期的に取締役会に報告するものとする。 

(3) 重大リスクが顕在化した場合に備え，緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう速やかに

トップへ情報を伝達する手段を確保し，また各事業部門に危機管理責任者を配置する。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会で事業計画を策定して，全社的な経営方針・経営目標を設定し，社長を中心とす

る業務執行体制で目標の達成に当たる。 

(2) 経営目標を効率的に達成するため，組織編成，業務分掌及び指揮命令系統等を社規に定め

る。 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し，社員行動指針の制定や各種研

修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。 

(2) 内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備するほか，コン

プライアンスへの取組状況について内部監査を実施し，取締役会に報告する。 

６．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) グループ会社社長が経営責任を担い独立企業として自主運営を行うとともに，当社グルー

プ全体が健全で効率的な経営を行い連結業績向上に資するよう，当社とグループ会社間

の管理責任体制，運営要領を定め，グループ会社を支援・指導する。 

(2) 当社グループ全体として業務の適正を確保するため，コンプライアンスやリスク管理に関

する諸施策はグループ会社も含めて推進し，各社の規模や特性に応じた内部統制システ

ムを整備させるとともに，当社の管理責任部門がその状況を監査する。 

(3) 当社及び当社グループ会社が各々の財務情報の適正性を確保し，信頼性のある財務報告を

作成・開示するために必要な組織，規則等を整備する。 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項 

監査役の要請に対応してその円滑な職務遂行を支援するため，監査役室を設置して専属のスタ

ッフを配置する。 

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役室のスタッフは取締役の指揮命令を受けないものとし，また人事異動・考課等は監査役

の同意の下に行うものとして，執行部門からの独立性を確保する。 

９．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

監査役への報告や情報伝達に関しての取り決めを実施するほか，定期的な意見交換などを通じ

て適切な意思疎通を図る。 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役が，社内関係部門及び会計監査人等との意思疎通を図り，情報の収集や調査を行うな

ど，実効的な監査が行えるよう留意する。 
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ウ．内部監査及び監査役監査の状況 

当社は，内部統制システムが有効に機能しているかどうかを内部監査により確認している。内部監

査を専任で担当する内部監査室（10名）が当年度の内部監査方針を立案し，社内全部門に対して実

施指示を行い，各部門の内部監査実施内容や監査結果等を確認するとともに，特定テーマを対象に

特別監査を実施している。 

また，当社は監査役設置会社として，監査役が取締役の職務執行状況を監査している。監査役会は

監査役５名で構成され，このうち３名が社外監査役である。各監査役は監査役会にて定めた監査の

方針，業務の分担等に従い，取締役会のほか，経営会議や事業計画会議等の重要会議に出席し，経

営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに，遵法状況の点検・確認，内部統制の整備・

運用の状況等の監査を通じ，取締役の職務執行状況を監査している。こうした監査役の監査業務を

サポートするため，監査役室を設けて専任スタッフ（６名）を配置し，監査役の円滑な職務遂行を

支援している。 

監査役は，内部監査室と定期的に情報・意見の交換を行うとともに，内部監査室の実施した監査結

果の報告を受けるなど，緊密な連携をとっている。また，会計監査人と定期的な情報・意見の交換

を行うとともに，監査結果の報告を受けるほか，適宜会計監査人監査にも立会うなど，緊密な連携

をとっている。 

当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図（内部統制システムの概要を含む。）は次

のとおりである。 
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エ．会計監査の状況 

当社は会計監査業務を新日本監査法人に委嘱しており，当社の会計監査業務を執行した公認会計士

(指定社員・業務執行社員)は渋谷道夫，藤田紳，石井一郎の３氏であり，継続監査年数は全員が７

年以内である。 

また，当社の会計監査業務に係る補助者は，公認会計士７名，会計士補等13名である。 

(3) 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社は，社外取締役及び社外監査役との間に，特別の利害関係はない。 

(4) 役員報酬及び監査報酬 

ア．役員報酬の内容 

区分 人員 報酬額 

取締役の報酬 

(うち社外取締役の報酬) 

17名 

(3名) 

954百万円 

(39百万円)

監査役の報酬 

(うち社外監査役の報酬) 

5名 

(3名) 

121百万円 

(36百万円)

合計 

(うち社外役員の報酬) 

22名 

(6名) 

1,075百万円 

(75百万円)

上記のほか，社外取締役を除く取締役14名に対し，いわゆる株式報酬型ストックオプションとして

総額163百万円相当の新株予約権を発行した。 

イ．監査報酬の内容 

当事業年度における当社の新日本監査法人に対する報酬の内容 

区分 報酬額 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 104百万円 

上記以外の業務に基づく報酬 11百万円 

合計 116百万円 

(注)１ 「上記以外の業務に基づく報酬」11百万円は，財務報告に係る内部統制の整備に関する助 

言業務その他の助言業務に対する報酬である。 

２ 当社及び当社の連結子会社の当該監査法人に対する報酬の合計額は205百万円である。 

(5) 取締役の定員 

当社は，取締役の定員を40名以内とする旨，定款に定めている。 

(6) 取締役の選任の決議要件 

当社は，取締役は，株主総会において，議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し，その議決権の過半数によって選任する旨，定款に定めている。 

(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及びその理由 

当社は，経営状況・財産状況，その他の事情に応じて，機動的に自己の株式を取得することができ

るようにするため，会社法第165条第２項の規定に従い，取締役会の決議をもって，市場取引等に

より自己の株式を取得することができる旨，定款に定めている。 

(8) 株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由 

当社は，株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため，会社法第309条第２項に定
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める株主総会の特別決議は，議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し，その議決権の３分の２以上の多数をもって行う旨，定款に定めている。 

(9) 役員の責任免除 

ア．取締役の責任免除 

当社は，取締役がその職務を行うに当たり，各人の職責を十分に果たすことができるようにするた

め，会社法第426条第１項の規定により，同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を，取締役会の決議によって，法令が定める額を限度として，免除すること

ができる旨，定款に定めている。 

イ．監査役の責任免除 

当社は，監査役がその職務を行うに当たり，各人の職責を十分に果たすことができるようにするた

め，会社法第426条第１項の規定により，同法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を，取締役会の決議によって，法令が定める額を限度として，免除すること

ができる旨，定款に定めている。 

(10) 中間配当金 

当社は，株主への機動的な利益還元を行うため，取締役会の決議によって，毎年９月30日現在の株

主名簿に記載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し，会社法第454条第５項の

剰余金の配当（中間配当金）をすることができる旨，定款に定めている。 
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